
202511月号
No.509
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人と島を、つむぐ

ムシャーマ

古謡発表会



ムシャーマ
　旧盆中日の9月5日（旧暦７月14日）、波照間島
では、先祖供養をはじめ無病息災、豊作、豊漁を
祈願する伝統行事「ムシャーマ」が島を挙げて盛
大に執り行われました。
　前組（前集落）、西組（冨嘉・名石集落）、東組

（北・南集落）の3つの組がそれぞれのミルクを先
頭に、仮装行列「ミチサネ」を行い、ムシャーマ
が開始しました。その後、舞踊、棒

ボ ー

と太
テ ー ク

鼓の演舞、
ニンブチャー（念仏踊り）、獅子舞など、多彩な
芸能が奉納され、島最大の行事として賑わいを見
せました。

　ムシャーマ終了後、波照間小学校５年生の冨
ふ そ こ

底
栄
え い て ん

天さんは「今年初めて太鼓を担当したが、皆の
前で上手く演舞できてよかった」とコメントをし
ました。
　また、西組のミチサネで笛を担当した仲

な か し ら ほ

白保
助
す け じ

次さんは「コロナが流行っていて、踊り手など
の一部に変更があったが、本番は何事もなく無事
に終わってよかったです」と安堵の表情を見せま
した。
　公民館役員を勤めた登野盛純子さんは「本番ま
での約１ヶ月間、皆が練習を頑張っていて本当に
良かったと思う。波照間島の人だけではなく、ぜ
ひ郷友会などの方々も参加してもらって、皆でム
シャーマを盛り上げていきたい」と述べました。
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　第27回竹富町古謡発表会が9月20日、西表島の祖納公民館で開催されました。発表会で
は町内8地区の民俗芸能保存会の皆さんが、それぞれの地域で昔から歌い継がれてきた古
謡を披露しました。先人たちが大切に残してきた、文化遺産とも言うべき各島の古謡にいっ
ぺんに触れることのできる大変貴重な機会となりました。

第27回竹富町古謡発表会

鳩間民俗芸能保存会

西表民俗芸能保存会

新城民俗芸能保存会

1.　鳩間民俗芸能保存会　「元ジラバ」（ムトゥジラバ）
2.　新城民俗芸能保存会　「あとよいぬうた」
3.　竹富民俗芸能保存会　「浦船アヨー」
4.　西表民俗芸能保存会　「船乗祈願歌」
                                   「五尺手拭」

5.　古見民俗芸能保存会　 「ぱいさくだ」
6.　波照間民俗芸能保存会「うにぬやジラバ」
			       「うにぬやジラバ（トーシ）」
7.　小浜民俗芸能保存会　 「種子取祭のアヨー」
8.　干立民俗芸能保存会　 「家崇び」（ヤータカビ）

竹富民俗芸能保存会



古見民俗芸能保存会

竹富町民俗芸能連合保存会副会長 新
し ん も り

盛基
き よ

代さん前泊正人 竹富町長

波照間民俗芸能保存会

小浜民俗芸能保存会 干立民俗芸能保存会



　令和7年10月7日（火）に石垣港八島埠頭にて、つむぎのお披露目式が執り行われました。お披露目式には、「つむぎ」
の命名者である小野萌花さん（西表在住）も出席し、副賞であるツマベニの宿泊券が贈呈されました。船名には「船は、
たくさんの人や物を運ぶ島には欠かせないもの。糸を紡いでいくようにたくさんの繋がりを紡ぎ、これからも豊かな
生活が続いてほしい。」といった想いが込められています。
　今後は民間貨物船と密に連携を図りながら、不定期運航である利点を生かした臨機応変なスケジュールで竹富町全
体の物流体制を強化出来るよう運航していく予定です。

船名「つむぎ」命名者：小
お の
野萌

も か
花さん

運航開始日：令和７年 11月中
運 航 会 社：有限会社船浮海運
予約受付番号：080-9856-6161

総 ト ン：99トン
全 長：約 27.0 メートル
旅客定員：12名





　子どもたちが、身近な海や自然に感謝する気持ちや、豊かな自然を守ろうとする心を育てるため、授業にさまざまな
工夫を取り入れています。今年度も、各学年で次のような活動を予定しています。

　海や川に直接出かけ、五感を使って学ぶこれらの体験を通して、子どもたちは自然の恵みを実感し、先人たちが受
け継いできた知恵や技術に触れ、持続可能な社会のあり方について考える力を育んでいます。また、ビーチクリーン
活動では海洋ごみの問題を学び、防災教育では「自分の命を自分で守る」ことの大切さを学びます。
　これらの活動は、保護者や地域の皆さまのご協力により実現できているものです。今後も、子どもたちがふるさと
「西表島」に誇りと愛着を持って成長していけるよう、貴重な体験の機会を大切にしてまいります。
　※紙面に掲載されている写真は、昨年度の活動の様子です。

大原小学校 海洋教育
大原小学校では、「わが島・わが町と海ぬ美しゃに誇りをもち、未来に羽ばたく大原っ子をめざして」
をテーマに、海に親しみ、学び、守り、そして活かす海洋学習に、今年度も取り組んでいきます。

巻き網漁の体験と、
その後の魚の調理体験を計画しています。

6 年生
カヌー体験やピナイサーラの滝の探検など、
自然にふれる活動に取り組みます。

5 年生

３年生はカーナ（オゴノリ）採りを予定していましたが、
今年は数が少ないため、4年生と一緒に

ウムズナー（ウデナガカクレダコ）採りを行う予定です。

3・4 年生
今年度は、海岸での砂遊びを予定しています。
昨年度は、サンゴや貝がらを集めて、

サンゴ風鈴やフォトフレームを作りました。

1・２年生



竹富町トピックス

TOPICS

　９月２６日令和７年度竹富町ホームステイ事業オンライン報告会が行われました。
　内盛正隆（竹富中３年）内盛ありい（小浜中３年）、　保多盛碧海（波照間中３年）が米国カリフォルニア州での体験や
学びを町内の小６～中３へ向けて発表しました。
　内盛さんは「英語で話す楽しさ、伝わったときの喜びが、さらなる英語学習の意欲へとつながった」と語学への手応え
を報告。内田さんは「苦手なことがあっても、何か少しでも挑戦してみると世界が変わる」と一歩踏み出す勇気の重要性
を伝えました。保多盛さんは「言葉も文化も違う環境で、自ら話しかけるという体験をしたことで、自分のコンプレック
スを克服することができた」と、精神的な成長を強調しました。
　質問コーナーでは、「アメリカまでの移動時間」や「現地で必要な費用」といった質問が寄せられました。
　前泊町長からは「出発前、帰国後、そしてこの報告会での 3 人を見ると、本当に成長が著しい。報告を聞いた皆様のチャ
レンジを大いに期待したい。一緒に頑張りましょう。」と 3 名の成長を称えるとともに、報告を聞いた参加者への期待
が込められた激励の言葉が贈られました。　異文化体験を通じた３名の成長が、後輩たちの挑戦意欲を刺激する機
会となりました。 TOPIC

S

異文化体験で大きく成長！
竹富町ホームステイ事業
オンライン報告会

　一般社団法人自治総合センターが助成する「宝くじの社会
貢献広報事業（令和 7 年度コミュニティ助成事業 地域防災
組織育成）」を活用し、地域住民が安心安全で暮らせる地域
づくりを目指すため、竹富地区（いんのた会）自主防災会に
活動備品（AED、大型蓄電池、ソーラーパネル、高圧洗浄機、
スタンドライト、担架、カプセルテント）を設置いたしました。
　コミュニティ助成事業は、コミュニティ活動に必要な備品
や集会施設の整備、安全な地域づくり等に対して助成を行い、
地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地
域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄付する目的として
実施されています。







所得税等の確定申告で使用するマイナンバーカードの
電子証明書の有効期限切れや失効にご注意ください
有効期限切れや失効又は顔認証方式を採用している場合は
申告書を送信できません

　令和７年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給
与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設
が行われました。
　これらの改正は、原則として、令和７年１２月１日に施行
され、令和７年分以後の所得税について適用されます。
　このため、令和７年１２月に行う年末調整など、令和７年
１２月以後の源泉徴収事務に変更が生じます

（令和７年１１月までの源泉徴収事務には変更は生じませ
ん）。
　詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。

【国税庁ホームページ】（随時最新情報に更新します。）
令和７年度税制改正による
所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

【参考】給与の源泉徴収事務

11 月まで

・変更なし ・基礎控除の見直し
・給与所得控除の見直し
・特定親族特別控除の
  創設など
特に年末調整の際に
注意してください

・扶養控除等申告書の
　記載事項の変更
・源泉徴収税額表の改正など

１２月

令和７年度税制改正による

所得税及び復興特別所得税の
予定納税（第 2 期分）の納税をお忘れなく

予定納税（第 2 期分）の納付方法について  
納期：令和 7 年 11 月 1 日〜令和 7 年 12 月 1 日

所得税の基礎控除の見直し等について
（源泉所得税関係）

有効期限が過ぎた場合には、e-Tax 等の電子申請やコンビ
ニ交付・健康保険証等に使えなくなりますので、お住まい
の市区町村の窓口で更新手続きを行っていただくようお願
いします。電子証明書の更新にかかる手数料は、無料です。
※電子証明書のみの有効期限が過ぎた場合でも、対面の本
人確認書類としては引き続き使えます。

電子証明書の有効期限の
確認方法はコチラ
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/
cat1/cat12/cat121/cid500.html

　予定納税とは  
前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税
基準額が 15 万円以上となる場合には、原則、この予
定納税基準額の 3 分の 1 相当額をそれぞれ 7 月（第
1 期分）と 11 月（第 2 期分）に納めることとなって
います。

　納税する額  
予定納税が必要な方には、6 月中旬に税務署から「令
和 7 年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の
通知書」が送付されています。  
この通知書に記載された「第 2 期分」の金額が納税
する額です。  
なお、令和 6 年分の所得税及び復興特別所得税の確
定申告において、予定納税額の通知書の「電子交付」
を希望した方については、書面の送付に代えて e-Tax
により通知します。

　予定納税額の減額申請  
第 2 期分の予定納税額の減額申請をする場合は、令
和 7 年 11 月 17 日（月）までに  

「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載し、書
面又は e-Tax にて所轄税務署に提出してください。  
確定申告の際には、申告書に予定納税額（第 1 期分
と第 2 期分の合計額）を記載する必要がありますので、
記載忘れにご注意ください。

電子証明書の有効期
限は、電子証明書の
発行日から５回目の
誕生日までです。

転居等により住民票の基本４情報（氏
名、生年月日、性別、住所）のいずれ
かに変更があった場合は、署名用電子
証明書が失効している場合があります。

有効期限

令和７年

失効

令和８年１月以後

■振替納税（振替依頼書提出済の方）  
令和 7 年 12 月 1 日（月）に指定の金融機関の預貯金口
座から自動的に引き落とされます。
■ダイレクト納付（e-Tax による口座振替）  
■インターネットバンキング等を利用した電子納税  
■クレジットカード納付  
クレジットカード納付は決済手数料がかかります。  
■スマホアプリ納付  
スマホアプリ納付は納付金額 30 万円以下に限ります。

スマートフォン等で
右の QR コードから
アクセスできます。

納期：令和 7 年 11 月 1 日〜令和 7 年 12 月 1 日



「税を考える週間」
令和７年11月11日(火)～17日(月)は「税を考える週間」です

国税庁ホームページによる情報発信

SNS による情報発信

講演会やイベントの開催

国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、１年を通じて租税に関する啓
発活動を行うとともに、毎年11月11日から17日を「税を考える週間」として、集中的に様々な広報広聴施策を実施しています。

・税について考えよう⇒税の学習コーナーなどを紹介
・国税の職場を紹介⇒国税に関する制度や手続のほか、国税庁の業務を動画で紹介
・国税の取組紹介⇒デジタルを活用した申告や納税手続など、様々なツールを紹介

国税庁では、国民の皆様に税に関する情報を広くお知らせすることを目的として、
・X（旧Twitter）　・Instagram（国税庁リクルート専用）　・YouTube（国税庁動画チャンネル）　・LINE（国税庁LINE公式アカウント）

社会と税との関わりを考え理解してもらうきっかけとなるよう、また、申告・納税に関する国民の皆様の利便性が高まるツール
のご紹介について、全国各地で、講演会や関係民間団体・地方公共団体等と連携した各種イベントを開催します。
　なお、大学生や専修学校生等を対象とした講演会や説明会では、国税職場の魅力紹介や各国税局で実施する仕事体験等のイベ
ントについてもお知らせしています。

テーマ：これからの社会に向かって
詳しくは、国税庁ホームページ

「税を考える週間」をご覧ください ⇓





～農業者年金制度について～
農業従事者なら誰でも加入できます。
60 歳未満の国民年金の第一号被保険者（国民年金の保険料納付免除者等を除く）であって年間 60 日以上農業に従事する
ものであれば誰でも加入できます。※国民年金の任意加入者に限り 65 歳まで加入することができます。（通常加入のみ）
積立方式で安心した財政運営です。
積立方式で年金額は加入者・受給者数に左右されない、少子高齢時代に強い制度です。
保険料の手厚い国庫助成があります。
認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に対して、保険料（月額 2万円）の 2割、3割又は、5割の政策支援（保
険料の国庫助成）があります。
保険料は自由に選択できます。
月額 20,000 円から 67,000 円までご自身のライフプランに合わせて保険料を千円単位で自由に選択できます。
※ 35 歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は 1万円からでも通常加入できるようになりました。
税制面でも大きな優遇があります。
保険料の全額が社会保険料控除の税制優遇措置を受けられます。支払われる年金にも公的年金控除が適応されます。
80 歳までの保証がついた終身年金です。
年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死
亡一時金として遺族が受け取れます。※受給開始時期の選択肢が広がります（昭和32年 4月 2日以降に生まれた方が対象）
⑴農業者老齢年金（通常加入された方）については、65 歳以上 75 未満の間で、受給開始時期を選択することができるよ
うになります。
⑵特例付加年金（政策支援された方）については、特例付加年金の受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を
選択することができます。
国民年金基金、確定拠出年金（iDeCo）と重複加入はできません。
公的な年金である農業者年金と国民年金基金や確定拠出年金（iDeCo）は重複加入できないことになっています。
脱退一時金（解約返戻金）はありません。
農業者年金は終身で年金として受け取る制度なので途中で脱退した場合、返礼はなく運用され続け、将来年金として支給
されます。

年金額シミュレーション
実際の年金受給額は年金裁定時まで確定せず、それま
での運用結果等により変動しますので、記載の年金額
を保証するものではありません。一つの目安としてご
利用ください。この試算は、65 歳までの運用利回りを
2.5％、65 歳の年金裁定時の予定利率を 1.00％とした場
合の通常加入の年金試算です。年金受給総額は男性で
は 86.5 歳、女性では 92.0 歳（平均的な死亡年齢）まで
年金を受給された場合の総額を表しています。 ※シミュレーションでは月額最低掛金2万円と月額最高掛金6万7千円を表記しています。

独立行政法人農業者年金基金　03-3502-3942（https://www.nounen.go.jp）
竹富町農業委員会 0980-82-3116　JA おきなわ八重山地区本部 0980-82-2005

お問い合わせ先

加入年齢 納付期間 保険料額 保険料
納付総額

想定される受給総額
男性 女性

20歳 40年
2万円 960万円 1,716万円 1,867万円

6万 7千円 3,216万円 5,749万円 6,253万円

30歳 30年
2万円 720万円 1,139万円 1,238万円

6万 7千円 2,412万円 3,815万円 4,149万円

40歳 20年
2万円 480万円 674万円 733万円

6万 7千円 1,608万円 2,259万円 2,456万円

50歳 10年
2万円 240万円 301万円 327万円

6万 7千円 804万円 1,007万円 1,095万円



【補助金の交付対象者】

【補助率等】

【申請に必要な書類等】

【申込受付期間】

①町内に住所を有し、農業を営む個人または任意団体等です。
②申請者は納期限の到来した町税等を完納していること

購入費用の５割から９割、または上限３０万円のいずれか低い額とし、隣接する受益戸数２戸以上の共同設
置の場合にあっては上限６０万円以下を補助する。
※ 公募期間より前に購入した資材等は、補助金の対象外です。

申請書は竹富町公式ホームページからダウンロード、または出張所にて取得できます。
期間中に必要書類に記入し、竹富町役場または出張所へ提出をお願いします。

令和7年11月4日（火曜日）　から　令和7年11月28日（金曜日）　まで https://www.town.taketomi.lg.jp/
topics/1721280880/

竹富町役場 農林水産課 鳥獣被害対策事業担当　☎ 0980-82-3116

竹富町有害鳥獣対策等補助金を

交付します！



の検挙にご協力を！の検挙にご協力を！の検挙にご協力を！
　令和７年８月末現在、全国の警察から指名手配されている者は、凶悪事件などで特に
警察庁が指定している重要指名手配被疑者を始めとして、約 590 人に上っています。
　これらの被疑者は、殺人、強盗等の凶悪事件のほか、暴行、傷害、窃盗、詐欺、横領
等の事件に関して指名手配されており、再び犯行を行うおそれがあります。
　警察では、特に重大な犯罪の被疑者を選定した上で、11 月中に全国警察の総力を挙げ
て追跡捜査を行うこととし、これら被疑者の早期検挙に取り組んでいるところです。
　指名手配被疑者の発見に向けた捜査活動には、国民の皆さんの御協力が是非とも必要
です。
　指名手配被疑者によく似た人を見掛けたといった情報など、どんなわずかなことでも
結構ですので、警察に通報していただくようお願いします。

指名手配被疑者指名手配被疑者指名手配被疑者

犯罪被害者週間
（11月 25日～12月１日）（11月 25日～12月１日）

犯罪被害者週間

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/portal/index.html#gsc.tab=0

警察庁　犯罪被害者施策
犯罪被害者・支援者向けポータルサイト

沖縄県犯罪被害者等支援相談窓口
https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/645/r5madoguchileaflet.pdf
相談電話：０９８－８６６－４１１５
相談日：月曜日～金曜日（祝日を除く）　相談時間：９：００～１７：００（１２：００～１３：００除く）

公益社団法人　沖縄被害者支援ゆいセンター
https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/645/h29leaflet2r42.pdf
相談電話：０９８－８６６－７８３０
相談日：月曜日～金曜日（祝日を除く）　相談時間：１０：００～１６：００

「ギュッと CH（チャンネル）」

「犯罪被害者等基本法」の成立日である 12 月１日以前の１週間（11 月 25 日か
ら 12 月１日まで）を毎年、「犯罪被害者週間」とし、犯罪被害者やそのご家族
等への理解を深めていただくことを目的として定められています。
　犯罪被害者週間にあわせて、毎年全国で様々な啓発事業が実施されています。
　沖縄県警察においても、沖縄県や公益社団法人沖縄被害者支援ゆいセンター
と連携し、犯罪被害者等に対する理解と協力、社会全体で犯罪被害者等を支え
る意識の醸成を図るため、期間中の集中的な広報啓発活動に取り組みます。



海上保安庁 石垣航空基地

令和７年9月搬送件数
地域名
竹富
小浜
黒島
西表東部
西表西部
新城

地域名
鳩間
波照間
与那国
石垣→宮古
多良間

急患搬送 (出動件数 )
0件
0件
0件
0件
0件
0件

急患搬送 (出動件数 )
0件
0件
1件
0件
1件

年間実績
(令和7年1月1日～ 12月31日 ) 

28件　28名 
(昭和47年急患輸送開始以来 ) 

出動　 3,408 件 
輸送　 3,472名 

愛します！ 守ります！ 日本の海 



公民館運営デジタル化アプリ『 CHIKUWA!（チクワッ） 』を導入します！ 

 

【 CHIKUWA!とは 】 

 公民館や竹富町役場からのお知らせをアプリ上で確認することができます。また、災害情報の配信や安否

確認伝言板機能もご利用頂けますので、ぜひご活用ください。 

 

【 使用方法 】 

 表面のQRコードを読み取り、アプリをダウンロードしてください。ダウンロード後、画面の指示に従

い、お住いの地域の団体登録情報（団体登録番号）を入力してください。 

 

№ 公民館名 団体登録番号（一般） 

1 竹富公民館 

各家庭へ郵送される広

報誌（紙面）をご確認

ください。 

2 黒島公民館 

3 小浜公民館 

4 細崎公民館 

5 波照間公民館 

6 新城公民館 

7 豊原公民館 

8 大原公民館 

9 大富公民館 

10 古見公民館 

11 美原公民館 

12 船浦公民館 

13 上原公民館 

14 中野公民館 

15 住吉公民館 

16 浦内公民館 

17 干立公民館 

18 祖納公民館 

19 白浜公民館 

20 船浮公民館 

21 鳩間公民館 

 

 

〈問い合わせ先〉 

防災危機管理課 0980-82-1109 
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